
令 和 ７ ～ ８ 年 度  流 山 市 Ｉ Ｃ Ｔ サ ポ ー タ ー 募 集 要 項  

流 山 市 教 育 委 員 会  

 

１  活 動 内 容  

 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想 を 進 め る に あ た り 必 要 と な る 児 童 生 徒

端 末 の 管 理 に 関 わ る 業 務 。  

（ １ ） 卒 業 生 端 末 の 点 検 ・ デ ー タ 削 除  

（ ２ ） 新 入 生 へ の 端 末 配 付 準 備  

（ ３ ） 新 入 生 ア カ ウ ン ト 情 報 の 入 力  

（ ４ ） 端 末 管 理 台 帳 の 入 力  

（ ５ ） そ の 他 （ 教 職 員 と の 打 ち 合 わ せ に 応 じ て ）  

 

２  応 募 資 格  

（ １ ） コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 円 滑 に と れ る 者  

（ ２ ） 簡 単 な パ ソ コ ン 操 作 （ エ ク セ ル ・ ワ ー ド 等 ） が で き る 者  

＊ 以 下 に 該 当 す る 者 は 選 考 を 受 け る こ と が で き な い 。  

地 方 公 務 員 法 第 １ ６ 条 に 定 め る 欠 格 条 項 に 該 当 す る 者  

ア  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ る ま で 又 は そ の 執

行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者  

イ  流 山 市 に お い て 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か ら ２

年 を 経 過 し な い 者  

ウ  日 本 国 憲 法 施 行 の 日 以 後 に お い て 、 日 本 国 憲 法 又 は そ の 下 に

成 立 し た 政 府 を 暴 力 で 破 壊 す る こ と を 主 張 す る 政 党 そ の 他 の

団 体 を 結 成 し 、 又 は こ れ に 加 入 し た 者  

 

３  応 募 方 法  

 所 定 の 申 込 書 （ 写 真 貼 付 ） に 必 要 事 項 を 記 入 し 、 指 導 課 へ 直 接

持 参 ま た は 郵 送 。申 込 書 は 、流 山 市 教 育 委 員 会 ポ ー タ ル サ イ ト か

ら ダ ウ ン ロ ー ド す る か 、 指 導 課 窓 口 で 配 付 。  

 



４  応 募 期 間  

 令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ １ 日 か ら １ １ 月 １ ４ 日  

 ※ 郵 送 の 場 合 は １ １ 月 １ ４ 日 必 着  

 ※ 持 参 の 場 合 は 平 日 ９ 時 か ら １ ７ 時 に 受 付  

 

５  応 募 （ 問 い 合 わ せ ） 先  

〒 ２ ７ ０ － ０ １ ９ ２  

千 葉 県 流 山 市 平 和 台 １ － １ － １  

流 山 市 教 育 委 員 会  学 校 教 育 部  指 導 課  宛  

電 話 番 号 ： ０ ４ － ７ １ ５ ０ － ６ １ ０ ５  

 

６  採 用 人 数  

 若 干 名  

 

７  選 考 方 法  

（ １ ） 第 １ 次 選 考 ： 書 類 審 査  

 令 和 ７ 年 １ １ 月 下 旬 ま で に 選 考 結 果 を 郵 送  

（ ２ ） 第 ２ 次 選 考 ： 個 別 面 接  

 流 山 市 役 所 に て 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 午 前 中 に 実 施  

 令 和 ７ 年 １ ２ 月 下 旬 ま で に 選 考 結 果 を 郵 送  

 

８  勤 務 条 件  

任 用 期 間  令 和 ８ 年 １ 月 ５ 日 ～ 令 和 ８ 年 ５ 月 ３ １ 日  

勤 務 時 間  原 則 週 １ ５ 時 間 （ 平 日 週 ３ 日 勤 務 ）  

た だ し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 以 降 は 週 １ ８ 時 間 （ 見 込 ） 

勤 務 場 所  流 山 市 役 所 、 市 内 小 中 学 校  

報 酬 （ 時 給 ）  １ ， ２ ４ １ 円  

諸 手 当  通 勤 手 当 相 当 を 別 途 支 給  

 


